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県外避難した子ども達に対する学習支援活動
	 東京三会復旧復興本部　特別相談ＰＴ（こども）　東京弁護士会

	 酒　井　桃　子

１	 学習支援活動を始めた経緯
東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特

別委員会では、赤坂プリンスホテル（以下「赤プリ」）
で暮らす子ども達の学習支援を緊急課題と位置づ
け、これに取り組むためのプロジェクトチームを結
成した。

その目的は、都内の避難所で暮らす子ども達は、
避難所の近くの学校に転入しても、避難所を移るた
びに短期間で学校を転 と々することになるが、子ど
もにそんな思いをさせたくない保護者は転入手続を
ためらい、あるいは、1 ～ 2 か月で福島に戻れるだ
ろうと考えて転入手続を控える保護者もいた。転入
手続ができたとしても、学年の最初の時期を欠席し
てしまったことによる勉強の遅れの心配や、東京の
学校に馴染めるかどうか、いじめにあうのではない
かといった不安の声も聞こえてきた。そのため、子
供の学習支援が必要であった。

２	 具体的方策
避難所で暮らす子ども達の学習支援の方法とし

ては、避難所の中に学校から教師を派遣してもら
うのが一番であるが、人材確保自体容易ではな
く、そこで、一日も早く学習支援を実現するために
は、味の素スタジアムのように、避難所の中で学生
ボランティア等が学習支援をするのが現実的だと考
え、私達は、赤プリにおいても早急に学習支援を
開始する必要性があることを東京都に訴えた。

プリンスホテルと都は、既に民間ボランティアは
入れない方針を決めていたため、交渉は難航が予
想されたが、数日後、「弁護士会主催ならば」との
条件で、赤プリ内に学習室を作ることの了解を得る
ことができた。弁護士会に対する信頼の高さを改
めて実感した。

しかし、弁護士が学習室で毎日勉強を教えられ
るわけではないため、今回の活動趣旨に理解を示

してくれた学習ボランティア団体（NPO 法人）に協
力をお願いして、学習室の中の現場を担ってもらい、
弁護士は受付業務をしながら実施状況を把握、保
護者対応、事故防止と安全確保の責任を担うこと
にした。

私たち学習室運営に関わる弁護士とボランティア
スタッフは「赤プリ子どもサポーターズ」を結成、4
月28日に「赤プリ学習室」がオープンした。参加し
た弁護士は約60名、3 ～ 4時間ずつ1日3交代（最
初の1カ月は常時2名体制）で担った。

３	 子ども達の評価
小学生は特に抵抗なく入ってきてくれた。子ども

達は、家族以外の大人に相手をしてもらったり、他
の子どもと一緒に過ごせるのが嬉しいようで、特に
週末は利用人数が多く、終了時刻に退室を促すの
も大変なほどだった。

最初から勉強に取り組める子がいる一方、勉強
どころではない子、静かに工作などで遊びたい
子、はしゃいで大騒ぎしてしまう子など、さまざまで、
狭い学習室の中で個別に対応するのは限界もあっ
たが、子ども達は「ここにいると楽しい」「ストレス
を発散できる」との評価を得られた。

避難生活が長期化する中で、子ども達は自由に
遊んだり勉強したりできる場を奪われ、相当ストレ
スを溜め込んでおり、その発散の場、居場所を求
めていたものと思われる。

5 月中旬になると学校に通い始める子が増えて、
学校帰りに学童保育的に学習室を利用する子が多
くなったが、ゴールデンウィーク明けに遅れて赤プ
リへ入居した世帯の子どもなどは、学校への転入
手続が済むまでの間、学習室を学校代わりに利用
していた。千代田区教育委員会からも、「赤プリ学
習室でとてもよくしてもらって、大変感謝している」
と保護者が言っておられたと伝えられ、学習室が学
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校生活に入るまでのステップの場として役に立った
のだとわかり、一同、励まされた。

４	 保護者支援
保護者が受付の弁護士に辛かった思いを打ち明

けたり、今の悩みを吐露する場面がみられた。特に、
原発 30 キロ圏外から自主避難している人は、地元
に残った住民との関係も悪化し、相当追い詰めら
れた精神状態にあるが、子どもの前では泣くことも
できず、一人で悩んでいた母親は、話を聞いてくれ
る第三者を求めていたのだと思う。

物理的な問題で、保護者の相談ブースを作ること
はできなかったが、子どものためにも保護者の支援
が必要だと考え、受付の弁護士ができる限り保護
者の話を聞き、学校問題についての悩みはスクール

ソーシャルワーカーにつなぐなどの対応をすることに
した。

５	 その他の活動
中高生は、誘いあって学習室に来るということも

なく、利用人数は少数にとどまった。
居住フロアへの立入りが禁止されており、戸別訪

問ができなかったため、代替案として、夜間は中
高生向けの看板を出したり、中高生向けのポスター
作成、時間帯変更、アンケート実施など試みたが、
効果は上がらなかった。

なお、学習室を利用した子どもには、赤プリ閉鎖
後もサポートできるよう、何かあれば東京弁護士会

「子どもの人権 110 番」に相談してほしいとの手紙を
保護者に交付した。（法学セミナー NO.680 参照）
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